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令和７年度予算編成の基本方針（案） 

 
 

 

１． 基本的考え方 

 

（１）経済の現状及び課題 

 

① 我が国経済は、600 兆円超の名目ＧＤＰ、33 年ぶりの高い水準となった賃

上げを実現した。成長と分配の好循環は、動き始めている。現在は、長きにわ

たったコストカット型経済から脱却し、デフレに後戻りせず、「賃上げと投資

が牽引する成長型経済」に移行できるかどうかの分岐点にある。 

 

② こうした前向きな動きを、国民一人一人が実際の賃金・所得の増加という

形で、手取りが増え、豊かさが実感できるよう、更に政策を前進させなければ

ならない。賃金・所得が力強く増加していく状況が定着するまでの間、家計を

温め、生活者が豊かさを実感できるよう、幅広い方策を検討することも必要

である。 

 

③ 最重要課題は、全ての世代の現在・将来の賃金・所得の増加であり、賃金上

昇が物価上昇を安定的に上回る経済を実現し、新たなステージとなる「賃上

げと投資が牽引する成長型経済」への移行を確実にすることである。 

 

④ 我が国経済が緩やかな回復を続けると見込まれる中、経済全体の需給バラ

ンスは、今後、需要不足から供給制約の局面に入ると見られる。官民が連携す

る形で成長分野における投資を促進するとともに、地方の中堅・中小企業の

人手不足対策を含めた生産性向上の取組を支援するなど、日本経済及び地方

経済の中長期的な成長力を強化することが必要となる。それらの取組と人へ

の投資及び労働市場改革を合わせ、賃上げの流れを構造的・持続的なものと

する。 

同時に、現下の物価高の下、誰一人取り残されない形で成長型経済に移行

するためには、特に物価高の影響を受ける低所得者世帯への支援や地域の実

情に応じたきめ細かい物価高対策など、当面の措置を講ずる必要がある。 

東日本大震災や令和６年能登半島地震を始めとする自然災害からの復旧・

復興、外交・安全保障環境の変化への適切な対応、防犯・治安対策の強化、公

教育の再生、女性や高齢者の活躍・参画の推進を含め、「誰一人取り残されな

い社会」の実現に向けた取組を推進し、成長型経済への移行の礎となる国民
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の安心・安全の確保に万全を期すことも必要である。 

 

（２）経済財政運営の基本的考え方 

 

① 政府は、こうした重要課題に迅速に対応するため、日本経済・地方経済の成

長、物価高の克服及び国民の安心・安全の確保を３つの柱とする「国民の安

心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和６年 11 月 22 日閣議決

定）を策定した。経済対策の裏付けとなる令和６年度補正予算の早期成立を

図り、その成立後には、できる限り速やかに関連する施策を実行する。その上

で、令和７年度の予算編成に取り組み、切れ目のない経済財政運営を行う。 

 

② 経済財政運営に当たっては、デフレを脱却し、新たな経済のステージに移

行することを目指して、「経済あっての財政」との考え方に立ち、「賃上げと投

資が牽引する成長型経済」を実現しつつ、財政状況の改善を進め、力強く発展

する、危機に強靱な経済・財政を作っていく。 

 

（３）施策の方向性 

 

① 物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着に向け、地域の中堅・中小企業及び

小規模事業者を含め、最低賃金の引上げを始めとする賃上げの環境について、

その業種・規模に応じた環境整備を行う。国民一人一人の生産性と所得を向

上させる全世代のリ・スキリング支援、成長分野への労働移動の円滑化など、

三位一体の労働市場改革を推進する。建設・物流、医療・介護等の現場におけ

るロボット・ＩＣＴ機器の活用を通じた生産性向上・職場環境改善等による

更なる賃上げ等を支援する。公正取引委員会の下請代金支払遅延等防止法（昭

和 31 年法律第 120 号）の執行強化、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉

に関する指針」（令和５年 11 月 29 日公表）に基づく取組の徹底、国等及び地

方公共団体の官公需における入札制度の適切な運用を含め、中小企業等の価

格転嫁の円滑化を支援する。中小企業等のＭ＆Ａ及び事業承継の環境整備、

資金繰り、経営改善・再生・成長の支援に取り組む。 

 

② 地方こそ成長の主役である。ＩＣＴ技術も活用しながら、新たな地方創生

施策（「地方創生２.０」）を展開する。「新しい地方経済・生活環境創生本部」

（令和６年 10 月 11 日設置）において、今後 10 年間集中的に取り組む基本構

想を策定する。地域の産官学金労言が連携し、それぞれの知恵と情熱を活か

して地域の可能性を引き出そうとする取組を後押しする中で、買物、医療、交

通など日常生活に不可欠なサービスの維持向上や足元の経営状況の急変を踏

まえた医療・介護の提供体制の確保、デジタルトランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）・グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）の面的展開等の取組を進め、
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新たな需要創出や生産性向上につなげる。地方創生の交付金を当初予算ベー

スで倍増することを目指して取り組む。 

 

③ 賃上げの原資となる企業の稼ぐ力や地方経済の潜在力を引き出すための国

内投資を促進する。科学技術の振興及びイノベーションの促進、創薬力の強

化、ＧＸ・ＤＸ及びＡＩ・半導体の分野における官民連携での投資の促進や産

業用地の確保、宇宙・海洋のフロンティアの開拓、スタートアップへの支援等

に取り組むことによって、成長力を強化するとともに、新たな需要を創出す

る。 

半導体を始めとする重要な物資のサプライチェーンの強靱化や先端的な重

要技術の育成など、経済安全保障の確保に向けた取組を推進する。併せて、食

料安全保障及びエネルギー安全保障に係る政策対応を強化する。 

 

④ 農林水産業の持続可能な成長、文化芸術・スポーツ及びコンテンツ産業の

振興、交通・物流インフラの整備、観光立国に向けた取組を推進する。2050 年

カーボンニュートラルを目指したグリーン社会、地域・くらしの脱炭素化や

サーキュラーエコノミーの実現等に取り組む。2025 年大阪・関西万博の準備

及び安全な運営に取り組むとともに、我が国の魅力を世界に発信し、交流人

口の拡大及び地方活性化につなげる。 

 

⑤ 令和６年能登半島地震等の自然災害からの復旧・復興に取り組む。今後も

想定される災害への備えに万全を期すため、令和８年度中の防災庁の設置に

向けた検討と並行して、まず、内閣府防災担当の機能を予算・人員の両面で抜

本的に強化するとともに、避難所環境の整備など、防災・減災及び国土強靱化

の取組を着実に推進する。 

「５か年加速化対策」後も、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安

定的に切れ目なくこれまで以上に必要な事業が着実に進められるよう、「国土

強靱化実施中期計画」の策定に係る検討を最大限加速し、早急に策定する。 

東日本大震災からの復興・創生に取り組む。ＡＬＰＳ処理水に関し、一部の

国・地域による日本産水産物の輸入停止に対し、即時撤廃を強く求めるととも

に、安全性の確保と風評対策・なりわい継続支援に万全を期す。 

 

⑥ 日米同盟を基軸に、自由で開かれたインド太平洋というビジョンの下、法

の支配に基づく国際秩序を堅持するため、各国・地域との協力連携を深める

とともに、ルールに基づく自由貿易体制を推進する。 

戦後最も厳しく複雑な状況となっている安全保障環境を踏まえ、国家及び

国民を守り抜くため、令和５年度から令和９年度までの５年間で 43 兆円程度

の防衛力整備の水準を確保し、防衛力の抜本的強化を速やかに実現する。「自

衛官の処遇・勤務環境の改善及び新たな生涯設計の確立に関する関係閣僚会
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議」における検討を踏まえた人的基盤の強化に係る施策に取り組む。 

 

⑦ 若い世代の所得の増加と社会全体の構造・意識の変革、全てのこども・子育

て世帯に対し切れ目のない支援を行う観点から、「こども未来戦略」（令和５

年 12 月 22 日閣議決定）で示された「こども・子育て支援加速化プラン」を

着実に実施する。「こども誰でも通園制度」の制度化やこどもの貧困等の多様

な支援ニーズへの対応の強化、育児休業制度の充実等に取り組む。 

 

⑧ 誰一人取り残されない安心・安全な社会の実現を目指し、都市部を含む社

会全体での防犯・治安対策の強化、厳格かつ円滑な出入国在留管理、全世代型

社会保障の構築、健康寿命の延伸による生涯活躍社会の実現、公教育の再生、

女性や高齢者の活躍・参画の推進、障害者の社会参加や地域移行の推進、孤

独・孤立対策・就職氷河期世代のリ・スキリングの支援等に取り組む。 

 
２．予算編成についての考え方 

 

① 令和７年度予算は、令和６年度補正予算と一体として、１．の基本的考え方

及び「経済財政運営と改革の基本方針 2024」（令和６年６月 21 日閣議決定。

以下「骨太方針 2024」という。）に沿って編成する。 

足元の物価高、賃金や調達価格の上昇に対応しつつ、デフレを脱却し、新

たなステージとなる「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現

することを目指して、物価上昇を上回る賃金上昇の普及・定着、地方創生２.

０の起動、官民連携による投資の拡大、防災・減災及び国土強靱化、防衛力の

抜本的強化を始めとする我が国を取り巻く外交・安全保障環境の変化への対

応、充実した少子化・こども政策の着実な実施など、重要政策課題に必要な予

算措置を講ずることによって、メリハリの効いた予算編成を行う。 

 

② その際、骨太方針 2024 に基づき、経済・物価動向等に配慮しながら、「中期

的な経済財政の枠組みに沿った予算編成を行う。ただし、重要な政策の選択

肢をせばめることがあってはならない」との方針を踏まえる。 

 

③ 骨太方針2024を踏まえ、経済・財政一体改革の工程を具体化するとともに、

ＥＢＰＭ1やＰＤＣＡ2の取組を推進し、効果的・効率的な支出（ワイズスペン

ディング）を徹底する。 

 
1 Evidence Based Policy Making の略称。証拠に基づく政策立案をいう。 
2 企画立案（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Act）をいう。 


